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論 文 の 要 旨 

 審査対象論文は、中国東北地域に位置する大興安嶺地域の森林の持続的な管理に関する問題に、環

境リスク評価の観点を導入し、従来の施策では十分ではなかった地域別森林火災発生リスクを考慮し

た施策を提案した研究論文である。 

 本研究では、森林火災が当該地域森林の劣化の主原因であることを、衛星リモートセンシングデー

タを用いて土地被覆が変化した範囲と森林火災による焼失範囲を重ね合わせることにより明らかに

している。そして、研究では当地域の環境リスク評価における Hazard 変数（環境リスクを引き起こす

客観的因子）として森林火災発生確率を推定し、同時に、当地域の環境リスク評価における Vulnerbility

変数（環境脆弱性）を地域の自然・社会環境変数から推定した。この Hazard と Vulnerbility の値から、

当該地域の環境リスク水準を 10km×10km の領域ごとに求め、環境リスクマップを作製した。そして、

この環境リスクマップを用いて、対象地域の県ごとに環境リスク水準に応じた持続的森林管理法を提

案している。 

 しかしながら、今後、対象地域でより緻密な環境保全策を提案するには、より高い空間解像度で詳

細な多くの環境変数（自然環境に係る変数、社会経済に係る変数など）の環境空間データを用いて、

より信頼性のある環境リスク評価を行う必要があると結論付けている。 

 



 

審 査 の 要 旨 

【批評】 

 本研究論文は、中国東北地域に位置する大興安嶺地域の森林の持続的な管理法を提案した研究論文

である。当地域に分布する森林の保全政策立案支援のために環境リスク評価を導入した意欲的な研究

である。研究対象地域の大興安嶺地域は、ユーラシア大陸北東部に位置するために厳しい自然環境下

にあり、また広大な範囲に広がっているため現地調査が困難な地域である。本研究では、環境リスク

評価によるアプローチを導入し、従来の施策では十分ではなかった地域ごとに環境リスク水準を考慮

した、従来よりもより科学的根拠に基づいた施策を提案している。 

 本研究では、広大な研究対象地域の環境リスクを評価するために、土地利用変化の把握のための時

系列衛星リモートセンシング画像データによる土地被覆解析、森林火災焼失範囲の把握のための近赤

外線および中間赤外線衛星リモートセンシング画像解析、環境 GISを用いた重み付き事象発生モデル

による森林火災発生確率の推定、地域環境変数の主成分分析による地域の環境脆弱性の推定を行って

いる。これらの手法は、いずれもオーソドックスなデータ解析法であり手法自体に新規性はない。し

かしながら、現地調査、現地２次資料の入手が困難な当該地域において、遠隔測定データである衛星

リモートセンシング画像データを駆使して、単に地域環境の変化を捉えただけでなく、環境リスク水

準マップを作成し、地域森林の持続的な環境保全政策立案に資する成果を得たことは評価に値する。 

 広大な範囲の自然環境を保全し、かつ地域の持続的な発展を図るためには、環境リスク評価に基づ

いた環境政策の提案、施策の実行が重要であり、今後、森林火災発生確率の推定精度を向上させる研

究と環境脆弱性推定の信頼性向上を図る研究をさらに発展させることが求められるが、研究の成果

は、すでに国際会議や学術雑誌で公表されており、博士論文に値する成果を得ている。 

 以上より、本論文は博士号を授与するに十分な水準に達していると判断する。 

 

【最終試験の結果】 

平成２９年２月１３日、システム情報工学研究科において、学位論文審査委員の全員出席のもと、著

者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、学位論文審査委員全員

によって、合格と判定された。 

 

【結論】 

上記の学位論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（社会工学）の学位を受けるに十

分な資格を有するものと認める。 

 
 


